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北
九
州
市
若
松
区
小
竹
の
沖
津
宮
遥
拝
所
に
つ
い
て

鎌
田
隆
徳
・
松
本
将
一
郎
・
大
高
広
和

は
じ
め
に

「
神
宿
る
島
」
沖
ノ
島
（
宗
像
大
社
沖
津
宮
）
に
対
す
る
遥
拝
所
と
し
て
は
、
世
界

遺
産
の
構
成
資
産
と
も
な
っ
て
い
る
、
大
島
の
北
岸
に
位
置
す
る
沖
津
宮
遙
拝
所
（
１
）

が
著
名
で
あ
る
が
、
歴
史
的
に
は
そ
の
ほ
か
に
も
沖
ノ
島
を
遥
拝
し
た
信
仰
の
場
や
民

俗
事
例
が
宗
像
地
域
内
外
に
知
ら
れ
て
い
る
（
２
）
。

「
神
宿
る
島
」
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連
遺
産
群
保
存
活
用
協
議
会
で
は
、
沖
ノ
島
に

対
す
る
信
仰
の
歴
史
を
総
合
的
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
各
地
で
の
沖
ノ
島
に
対
す
る

遥
拝
の
事
例
を
収
集
し
て
お
り
、
今
回
紹
介
・
報
告
す
る
福
岡
県
北
九
州
市
若
松
区
小

竹
の
沖
津
宮
遥
拝
所
の
存
在
を
知
っ
た
（
３
）
。
こ
の
遥
拝
所
に
つ
い
て
は
一
般
に
知
ら
れ

て
お
ら
ず
、
以
下
に
紹
介
す
る
よ
う
に
興
味
深
い
石
祠
の
構
造
を
も
ち
、
ま
た
宗
像
地

域
と
の
間
接
的
な
つ
な
が
り
も
想
定
し
う
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
簡
単
な
報
告
を
行
う
。

報
告
は
、
立
地
と
概
要
お
よ
び
設
置
の
契
機
に
つ
い
て
は
鎌
田
と
大
高
、
石
祠
の
構

造
と
住
民
の
聞
き
取
り
に
つ
い
て
は
松
本
、
境
内
の
石
造
物
と
刻
銘
の
翻
刻
に
つ
い
て

は
大
高
が
主
に
担
当
し
、
最
終
的
な
内
容
の
調
整
は
大
高
が
行
っ
た
。
な
お
、
刻
銘
の

翻
刻
に
つ
い
て
は
清
田
美
季
氏
の
協
力
を
得
た
。

図一　北九州市若松区小竹周辺広域図
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一　

立
地
と
概
要

当
遥
拝
所
は
、
北
九
州
市
若
松
区
小
竹
（
４
）
の
山
中
に
所
在
す
る
（
図
一
・
二
）。
石

峰
山
（
標
高
約
三
〇
二
ｍ
）
を
主
峰
と
す
る
山
系
の
北
西
部
に
位
置
す
る
白
山
（
同
約

一
七
一
ｍ
）
の
西
斜
面
の
平
坦
部
、
標
高
約
一
〇
〇
ｍ
の
付
近
に
、
林
道
に
沿
っ
て
鎮

座
し
て
い
る
。
白
山
の
中
腹
南
側
に
は
白
山
神
社
（
下
宮
）
が
あ
り
、
山
上
に
あ
る
同

社
の
上
宮
が
近
世
に
は
小
竹
本
村
お
よ
び
同
村
枝
郷
の
脇
浦
の
産
土
神
で
あ
っ
た
。
遥

拝
所
は
現
況
で
は
樹
林
に
覆
わ
れ
て
お
り
眺
望
は
き
か
な
い
が
、
沖
ノ
島
が
あ
る
北
西

方
向
に
は
遮
る
山
塊
な
ど
は
な
い
。

沖
ノ
島
ま
で
の
直
線
距
離
は
お
よ
そ
六
九
・
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
、
樹
林
が
な
け
れ

ば
沖
ノ
島
を
視
認
可
能
な
位
置
に
あ
る
。
な
お
、
林
道
を
北
西
に
一
五
〇
ｍ
程
行
っ
た

と
こ
ろ
に
農
地
と
な
っ
て
い
て
や
や
開
け
て
い
る
部
分
が
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
は
水
平

線
上
に
沖
ノ
島
を
確
か
に
実
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

当
遥
拝
所
に
つ
い
て
は
、『
遠
賀
郡
誌
』（
一
九
一
七
年
）
に
「
同
上
（
無
格
社
）　

沖
津
神
社　

神
殿
〈
一
尺
七
寸
四
面
〉
石
鳥
居
〈
高
九
尺
廻
二
尺
八
寸
〉
社
地
〈
二
十

一
坪
〉
同
区
字
貴
船
尾
に
あ
り
、
祭
神
、
市
杵
島
姫
命
、
祭
日
九
月
十
五
日
、
創
立
年

月
詳
な
ら
ず
、
慶
応
二
年
八
月
再
建
と
記
せ
り
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
現
状
、
こ
れ

よ
り
古
い
史
料
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。

現
在
、
境
内
に
は
扁
額
に
「
沖
津
宮
」
と
記
さ
れ
た
鳥
居
、「
沖
津
宮
遥
拝
所
」
と

記
さ
れ
た
標
柱
、幟
旗
立
石
、石
祠（
神
殿
）・
基
壇
、手
水
石
が
配
置
さ
れ
て
い
る（
図
三
、

写
真
一
・
二
）。
石
祠
と
手
水
石
に
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
の
年
紀
が
読
み
取
れ
る
が
、

石
祠
は
風
化
は
げ
し
く
剥
落
し
て
「
再
建
」
の
文
字
が
記
さ
れ
て
い
た
か
は
判
別
で
き

図二　北九州市若松区小竹沖津宮遥拝所周辺図
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な
い
（
石
造
物
へ
の
刻
銘
に
つ
い
て
は
「
三
」
参
照
）。
し
か
し
、『
遠
賀
郡
誌
』
の
記

述
と
併
せ
、
当
沖
津
宮
遥
拝
所
は
少
な
く
と
も
幕
末
の
慶
應
二
年
以
前
か
ら
存
在
し
て

い
た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。

二　

石
祠
の
構
造

石
祠
は
石
造
鳥
居
を
潜
っ
た
正
面
先
、
境
内
奥
に
東
南
面
し
て
建
つ
。
石
祠
は
自
然

石
を
積
み
上
げ
た
高
さ
約
八
〇
㎝
の
基
壇
上
に
安
置
さ
れ
、
沖
ノ
島
方
向
に
軸
線
を
揃

え
る
。
石
祠
は
基
礎
石
・
本
体
・
屋
根
か
ら
構
成
さ
れ
、
高
さ
八
五
・
三
㎝
、
幅
五
七
・

八
㎝
、
奥
行
五
六
㎝
で
あ
る
（
図
四
、
写
真
三
〜
六
）。
右
側
面
外
壁
の
刻
銘
よ
り
慶

応
二
年
の
建
立
で
あ
り
、
左
側
面
外
壁
の
刻
銘
か
ら
は
近
隣
集
落
の
住
民
に
よ
り
寄
進

さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
（「
三
」
の
（
六
）
参
照
）。
石
祠
の
石
材
に
は
砂
岩
を
使

用
し
て
お
り
、
左
側
面
外
壁
に
は
屈
曲
し
た
半
円
形
の
窪
み
が
確
認
で
き
る
。
石
材
の

採
取
地
に
つ
い
て
は
、
若
松
一
帯
の
海
岸
は
芦
屋
層
群
と
呼
ば
れ
る
新
生
代
古
第
三
紀

の
漸
新
世
後
期
（
約
二
五
〇
〇
〜
三
二
〇
〇
万
年
前
）
の
堆
積
岩
が
露
頭
し
て
お
り
、

ス
ナ
モ
グ
リ
の
仲
間
で
あ
る
底
棲
生
物
の
生
痕
化
石
（
生
物
が
活
動
し
た
痕
跡
が
地
層

中
に
残
さ
れ
た
も
の
）
が
広
範
囲
に
み
ら
れ
る
。
石
祠
の
石
材
は
こ
れ
ら
生
痕
化
石
を

含
ん
だ
砂
岩
を
使
用
し
て
お
り
、
近
く
の
海
岸
で
採
取
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

屋
根
は
一
石
を
加
工
し
て
造
ら
れ
た
切
妻
造
で
、
棟
を
削
り
出
し
、
軒
先
が
厚
く
、

（縮尺 :1/10）
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写真一　小竹沖津宮遥拝所（全景）

写真二　小竹沖津宮遥拝所（西方向から）

図三　小竹沖津宮遥拝所配置図
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写真四　石祠背面

写真六　石祠左側面

写真三　石祠正面

写真五　石祠右側面
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わ
ず
か
に
む
く
り
が
み
ら
れ
る
。
正
面
に
は
軒
唐
破
風
が
つ
き
、鬼
板
や
懸
魚
で
飾
る
。

唐
破
風
の
懸
魚
は
風
食
が
大
き
く
、
端
部
に
花
弁
の
浮
き
彫
り
が
わ
ず
か
に
残
る
の
み

で
あ
る
。
ま
た
、
妻
飾
り
の
懸
魚
に
は
唐
草
模
様
の
浮
き
彫
り
を
あ
し
ら
う
が
、
風
食

に
よ
り
右
側
妻
面
の
彫
刻
の
大
部
分
が
欠
損
し
て
い
る
。

本
体
は
、
切
石
の
基
礎
石
上
に
石
板
を
立
て
て
壁
と
し
、
背
面
壁
を
両
側
壁
に
挟
み

込
ん
で
三
方
を
囲
む
。
内
部
に
は
高
さ
二
〇
・
五
㎝
、
幅
二
一
㎝
の
自
然
石
を
安
置
す
る
。

正
面
に
は
扉
を
設
け
ず
開
放
と
す
る
が
、
屋
根
天
井
面
や
基
礎
石
床
面
に
扉
軸
受
け
の

ほ
ぞ
穴
の
痕
跡
が
無
い
こ
と
か
ら
、
当
初
か
ら
正
面
の
扉
は
無
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

床
面
前
方
中
央
部
に
幅
七
㎝
、
奥
行
三
㎝
、
深
さ
七
㎝
の
ほ
ぞ
穴
が
一
箇
所
確
認
で
き

る
も
の
の
用
途
は
不
明
で
あ
る
。
着
目
す
べ
き
は
、
背
面
壁
に
穿
た
れ
た
直
径
十
三
㎝

の
円
形
の
穴
で
あ
る
。
地
元
住
民
の
聞
き
取
り
（「
四
」
参
照
）
に
よ
る
と
、
昭
和
三
十

年
代
頃
ま
で
は
祠
の
正
面
か
ら
拝
む
と
背
面
の
穴
か
ら
沖
ノ
島
を
眺
め
る
こ
と
が
出
来

た
と
い
う
。
現
在
は
祠
の
周
囲
に
樹
林
が
茂
り
、
沖
ノ
島
へ
の
眺
望
が
遮
ら
れ
て
い
る
。

一
般
的
に
祠
と
は
神
や
仏
を
祀
る
小
規
模
な
社
・
お
堂
で
あ
り
、
正
面
扉
を
開
け
る

と
内
部
に
仏
像
・
神
像
、
あ
る
い
は
ご
神
体
と
し
て
石
・
御
幣
な
ど
を
納
め
る
事
例
が

多
く
み
ら
れ
る
。
一
方
、
こ
の
石
祠
は
、
背
面
の
円
形
の
穴
か
ら
遥
か
遠
く
に
位
置
す

る
沖
ノ
島
を
ご
神
体
と
し
て
拝
む
石
祠
型
の
遥
拝
所
で
あ
る
。
全
国
的
に
は
伊
勢
神
宮

の
遥
拝
所
な
ど
と
し
て
円
形
の
穴
を
も
つ
石
板
が
設
置
さ
れ
て
い
る
事
例
が
確
認
さ
れ

る
が
、
祠
型
の
も
の
は
珍
し
い
。
沖
ノ
島
へ
の
遥
拝
所
と
し
て
現
存
す
る
構
造
物
は
、

宗
像
市
大
島
に
位
置
す
る
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）
建
立
の
沖
津
宮
遙
拝
所
と
本
石
祠

の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
存
す
る
沖
ノ
島
へ
の
遥
拝
所
の
構
造
物
と
し
て
は
最
古
の

も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

石
祠
の
保
存
状
態
に
つ
い
て
は
、
砂
岩
が
全
体
的
に
風
化
し
て
お
り
壁
面
の
破
損
や

ひ
び
割
れ
が
目
立
つ
。
ま
た
、
境
内
地
は
北
側
斜
面
に
石
積
み
を
築
き
平
坦
地
を
造
成

し
て
い
る
が
、
石
祠
背
後
の
斜
面
は
樹
根
の
成
長
に
よ
り
石
積
み
が
崩
れ
、
敷
地
に
傾

き
が
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
石
祠
の
石
積
み
基
壇
の
裏
込
め
材
が
流
出
し
た
結
果
、
基
壇

が
背
面
方
向
に
大
き
く
傾
い
て
お
り
、
石
祠
全
体
が
倒
壊
す
る
恐
れ
が
あ
る
。

三　

境
内
の
石
造
物
と
刻
銘
の
翻
刻

こ
こ
で
は
、
境
内
の
各
石
造
物
の
概
要
と
刻
銘
に
つ
い
て
報
告
す
る
。
な
お
、
各
石

造
物
に
刻
ま
れ
た
年
紀
は
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）、
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）、

明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）、
明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
）
の
四
グ
ル
ー
プ
に
収
斂

す
る
と
み
ら
れ
る
。

（
一
）
鳥
居

・
扁
額

「
沖
津
宮
」

・
右
柱
、
左
柱

　
（
次
項
下
段
別
掲
）

花
崗
岩
製
の
明
神
鳥
居
で
、
総
高
二
・
七
七
ｍ
、
柱
間
二
・
一
ｍ
、
柱
脚
部
径
二
四
㎝
。

柱
・
貫
は
一
本
も
の
、
島
木
・
笠
木
は
二
本
継
ぎ
。
扁
額
に
は
「
沖
津
宮
」
と
記
さ
れ
、

当
遥
拝
所
が
宗
像
大
社
沖
津
宮
（
沖
ノ
島
）
に
対
す
る
信
仰
の
場
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
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左
右
の
柱
の
刻
銘
は
構
造
が
複
雑
で
、
右
柱
は
「
奉
寄
進
」
の
下
方
に
三
段
に
わ
た
っ

て
寄
進
者
の
村
名
と
氏
名
が
廻
り
、
左
柱
は
「
明
治
十
九
年
九
月
建
之
」
の
下
半
を
取

り
巻
き
な
が
ら
や
は
り
三
段
に
わ
た
り
寄
進
者
の
村
名
と
氏
名
が
廻
っ
て
い
る
。
右
柱

の
一
段
目
最
終
行
の
「
大
庭
米
吉
」
は
初
行
の
す
ぐ
右
に
位
置
す
る
。
左
柱
の
一
段
目

最
終
行
の
「
柴
田
□
三
次
」
は
、「
明
治
十
九
年
九
月
建
之
」
の
す
ぐ
右
、
二
段
目
の

「
畠
田
村
」
の
上
に
位
置
す
る
が
、
意
味
を
取
り
や
す
い
よ
う
に
配
置
し
た
。
実
際
に

は
行
間
や
字
の
大
き
さ
が
一
定
で
は
な
い
た
め
、
翻
刻
に
お
け
る
上
下
の
段
の
位
置
関

係
は
必
ず
し
も
実
際
の
通
り
で
は
な
い
こ
と
に
留
意
さ
れ
た
い
。
左
柱
の
上
下
の
対
応

関
係
の
一
部
を
示
す
と
、一
段
目
「
柴
田
九
平
」
の
下
は
実
際
に
は
二
段
目
「
世
話
人
」、

三
段
目
「
香
山
三
良
七
」
で
あ
る
。

記
さ
れ
た
村
名
は
い
ず
れ
も
当
遥
拝
所
周
辺
の
現
在
の
若
松
区
お
よ
び
八
幡
西
区

（
旧
遠
賀
郡
）
の
地
区
名
に
み
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
信
仰
圏
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

（
二
）
標
柱
（
石
標
）

・
正
面

「
沖
津
宮
遥
｜
拝
所
」

・
左
側
面

「
奉
寄
進
｜
明
治
十
三
年　

伊
高
与
作

 　
　
　
　

｜
辰
九
月　
　
　

□
田
□
次
郎
」

砂
岩
製
。
中
程
で
二
つ
に
割
れ
て
い
る
。
高
さ
一
二
三
㎝
（
上
部
五
三
・
五
㎝
、
下

部
六
九
・
五
㎝
）、
幅
一
七
・
五
㎝
、
奥
行
一
五
㎝
。
現
況
で
は
鳥
居
の
右
柱
か
ら
数

【
鳥
居
左
柱
】

【
鳥
居
右
柱
】
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十
セ
ン
チ
北
西
に
下
半
部
が
立
っ
て
お
り
、
上
半
部
は
鳥
居
の
右
柱
に
立
て
か
け
ら
れ

て
い
る
。
正
面
に
は
上
半
部
に
「
沖
津
宮
遥
」、下
半
部
に
「
拝
所
」
と
刻
ま
れ
て
お
り
、

こ
の
祠
が
沖
津
宮
遥
拝
所
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
（
翻
刻
は
上
半
部
と

下
半
部
を
続
け
て
掲
げ
、
割
れ
目
の
部
分
を
「
｜
」
で
示
し
て
い
る
）。
左
側
面
に
は

明
治
十
三
年（
一
八
八
〇
）の
年
紀
が
見
え
る
。「
伊
高
与（
與
）作

」は
明
治
十
九
年
の
鳥
居
、

慶
応
二
年
の
手
水
石
に
も
世
話
人
と
し
て
見
え
、
剥
落
に
よ
り
判
読
困
難
な
「
□
田
□

次
郎
」
も
柴
田
栄
次
郎
か
と
推
測
さ
れ
る
。

な
お
、現
況
の
位
置
で
は
前
方
に
あ
る
岩
で
「
所
」
の
文
字
が
隠
れ
て
し
ま
う
た
め
、

石
標
か
岩
の
ど
ち
ら
か
が
原
位
置
か
ら
移
動
し
た
の
だ
ろ
う
。

（
三
）
幟
旗
立
石

・
右
の
支
柱
の
左
側
面

「
明
治
三
拾
八
年
一
月
」

・
左
の
支
柱
の
右
側
面

「
世
話
人
内
小
竹
有
志
中
」

花
崗
岩
製
。
高
さ
一
三
六
㎝
、
幅
二
〇
㎝
、
奥
行
一
六
㎝
（
左
右
同
規
格
）。
鳥
居

の
両
脇
前
方
に
一
対
の
幟
旗
立
石
が
立
て
ら
れ
て
お
り
、
内
側
に
向
か
い
合
う
よ
う
に

年
紀
と
寄
進
者
に
つ
い
て
の
銘
文
が
刻
ま
れ
て
い
る
。
年
紀
は
明
治
三
十
八
年
（
一
九

〇
五
）
で
、
日
露
戦
争
と
の
関
わ
り
も
想
定
さ
れ
る
（
沖
ノ
島
近
海
で
行
わ
れ
た
日
本

海
海
戦
は
一
九
〇
五
年
五
月
）。

世
話
人
の
記
載
に
見
え
る
「
内
小
竹
」
は
、
当
遥
拝
所
が
位
置
す
る
大
字
小
竹
の
中

で
も
、
遥
拝
所
に
近
い
西
南
の
麓
の
集
落
名
で
、
現
在
も
当
遥
拝
所
を
管
理
し
て
い
る

集
落
名
で
あ
る
。

（
四
）
手
水
石

・
側
面

「
慶
応
二
歳

丙
寅
八
月

永
代
寄
進
連
中

世
話
人　

與
作

　
　
　
　
　

利
蔵

　
　
　
　
　

栄
次
郎

　
　
　
　
　

佐
助
」

砂
岩
製
。
高
さ
五
三
㎝
、
幅
一
三
九
㎝
、
奥
行
六
九
㎝
。
鳥
居
の
右
側
、
石
標
の
さ

ら
に
北
約
一
ｍ
に
所
在
す
る
。
台
石
に
据
え
ら
れ
て
お
り
、
自
然
石
の
天
端
を
平
ら
に

し
て
水
穴
を
穿
つ
。
側
面
の
一
部
に
平
面
を
削
り
出
し
、
寄
進
の
年
月
・
寄
進
者
な
ど

を
記
し
て
い
る
（
写
真
七
）。
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
の
年
紀
は
、
現
存
す
る
石
造

物
の
中
で
は
石
祠
と
と
も
に
最
も
古
い
。

世
話
人
の
人
名
の
下
半
部
は
風
化
し
て
い
る
が
判
読
は
可
能
で
（
写
真
二
）、「
與
作
」

は
前
述
の
よ
う
に
畠
田
村
の
伊
高
與
作
で
あ
ろ
う
。「
栄
次
郎
」
も
同
様
に
頓
田
村
の

柴
田
栄
次
郎
だ
ろ
う
。「
利
蔵
」
は
石
祠
の
基
壇
に
記
さ
れ
る
御
開
の
大
庭
利
蔵
に
比

定
で
き
る
。「
佐
助
」
は
境
内
の
他
の
石
造
物
内
に
は
見
出
せ
な
い
。

写真七　手水石
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（
五
）
石
灯
籠

・
竿
正
面

「
□
□
燈
」

・
竿
右
側
面

「
明
治
□（
十
　
三
カ
）

□
年

□
月
吉
祥
日
」

・
竿
背
面

「
○
」

・
台
座
正
面

「
戸
下
田

堺
桂
□
郎

堺
儀
三
郎

和
田
卯
十

堺
甚
三

和
田
勘
二
郎

世
話
人

鴨
□
□

伊
□
□（
與
カ
）作

」

砂
岩
製
。
高
さ
一
五
六
㎝
、
幅
五
六
㎝
、
奥
行
五
七
㎝
。
四
角
形
の
立
型
で
宝
珠
と

火
袋
は
失
わ
れ
て
い
る
。
竿
の
正
面
・
右
側
面
も
剥
落
が
著
し
い
（
写
真
八
）。
竿
正

面
の
「
燈
」
の
字
も
深
く
刻
ま
れ
た
文
字
の
底
面
が
残
る
程
度
で
あ
る
が
、「
常
夜
燈
」

も
し
く
は
「
式
日
燈
」
な
ど
の
三
文
字
で
あ
ろ
う
。
笠
や
基
礎
（
台
座
）
の
部
分
は
別

の
石
材
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

竿
右
側
面
の
年
紀
は
「
十
二
」
と
も
「
十
三
」
と
も
判
別
で
き
な
い
が
、
石
標
の
年

紀
と
同
じ
と
考
え
れ
ば
明
治
十
三
年
（
一
八
八
〇
）
か
。
現
状
、
石
の
外
観
も
石
標
と

同
じ
風
合
い
を
呈
し
て
い
る
。
背
面
の
上
部
や
や
左
に
小
さ
く
刻
ま
れ
た
○
（
丸
）
の

意
味
に
つ
い
て
は
未
詳
。

台
座
の
「
戸
下
田
」
は
大
字
本
城
（
本
城
村
。
現
在
は
八
幡
西
区
）
の
小
字
で
、『
筑

前
国
続
風
土
記
拾
遺
』（
以
下『
拾
遺
』）は
本
城
村
の
集
落
と
し
て
本
村
お
よ
び
戸
下
田
・

御
開
の
三
ヵ
所
を
挙
げ
て
い
る
。
堺
姓
・
和
田
姓
は
鳥
居
の
刻
銘
に
も
本
城
村
の
人
名

と
し
て
見
え
、「
堺
桂
□
郎
」は
堺
桂
三
郎
か
。
世
話
人
は
前
述
の
伊
高
與
作
と
み
ら
れ
、

「
鴨
□
□
」
は
「
鴨
生
田
」
で
あ
ろ
う
。
伊
高
與
作
は
鳥
居
左
柱
に
は
畠
田
村
の
者
と

記
さ
れ
る
が
、
鴨
生
田
は
『
拾
遺
』
で
畠
田
村
の
集
落
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
現
在
の
地

名
で
も
畠
田
と
鴨
生
田
は
隣
接
し
て
い
る
。

（
六
）
石
祠

・
本
体
右
側
面

「
□（
慶
カ
）応
二
年

寅
八
□
（
月
カ
）
　
　

□
（
元
カ
）

永
代
寄
□（
進
　
連
カ
）
□
中
」

写真九　石祠右側面（拡大）

写真八　石灯籠（正面）
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・
本
体
左
側
面

「　
　
　
　
　
　
　
　

郎

　
　
　
　
　
　
　
　

助
」

・
奉
名
板

「
奉
寄
進

頓
田
村

竹
並
村

戸
長

　
　

有
田
甚
六

□
田

伊
高
與
作

□

柴
田
栄
次
郎

同

柴
田
彦
次
郎

同

□
（
白
カ
）橋
茂
一

同

柴
田
由
五
郎

同

有
田
伊
八

同

有
田
甚
七

御
開

篠
原
源
六

同

大
庭
利
蔵

□
人伊

高
與
作

　

□
（
柴
カ
）田
栄
次
郎

□
□
（
三
カ
）年

辰
一
月
吉
日
」

構
造
等
に
つ
い
て
は
前
項
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
文
字
に
つ
い
て
の
み
記
す
。
本
体
右

側
面
に
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
が
、
風
化
が
著
し
く
、
現
在
も
明
確
に
刻
字
さ
れ
て
い

る
の
は
三
行
目
の
最
後
の
「
中
」
の
み
で
あ
る
（
写
真
九
）。
今
回
の
調
査
に
お
い
て

「
応
」
の
残
画
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、「
寅
」
の
干
支
か
ら
も
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
・

丙
寅
）
と
断
定
で
き
た
。
二
行
目
の
最
下
部
（
正
確
に
は
一
行
目
と
二
行
目
の
間
く
ら

い
に
位
置
す
る
）
は
「
元
」
の
残
画
が
あ
る
が
、「
元
」
か
他
の
字
の
一
部
か
は
不
明
で
、

上
に
字
が
あ
る
か
も
判
断
で
き
な
い
。
三
行
目
五
文
字
目
（「
連
」
か
）
は
「
辶
」
ま

で
は
明
確
で
あ
る
。『
遠
賀
郡
誌
』
に
記
さ
れ
る
「
再
建
」
に
つ
い
て
は
確
認
す
る
こ

と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、慶
応
二
年
に
こ
の
石
祠
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

本
体
左
側
面
は
最
も
風
化
が
進
ん
で
い
て
危
険
な
状
態
で
あ
る
が
、
左
下
端
部
に

「
郎
」「
助
」
の
二
字
が
確
認
で
き
、
寄
進
者
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い
た
も
の
と
推
測
さ

れ
る
。
右
側
面
の
慶
応
二
年
時
点
の
寄
進
者
を
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら

す
る
と
、
同
年
の
寄
進
で
あ
る
手
水
石
の
寄
進
者
名
の
末
尾
の
二
人
、
す
な
わ
ち
（
柴

田
）
栄
次
「
郎
」
と
（
姓
不
明
）
佐
「
助
」
に
一
致
す
る
こ
と
に
気
づ
く
。
現
存
す
る

二
字
の
位
置
・
間
隔
か
ら
は
左
側
面
全
体
で
最
大
五
行
程
度
の
記
載
が
想
定
で
き
る
こ

と
も
あ
わ
せ
る
と
（
５
）
、
手
水
石
と
同
様
に
、
伊
高
與
作
、
大
庭
利
蔵
、
柴
田
栄
次
郎
、

（
姓
不
明
）
佐
助
の
四
名
が
寄
進
の
世
話
人
と
し
て
名
を
連
ね
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
石
祠
の
右
側
面
と
左
側
面
の
判
読
で
き
る
文
字
か
ら
は
、
同
年
同

月
に
寄
進
さ
れ
た
手
水
石
と
共
通
す
る
刻
銘
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。
な
お
、
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右
側
面
の
「
寅
」
の
上
に
も
「
丙
」
の
字
が
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
現
在
は
ほ
と

ん
ど
痕
跡
も
窺
わ
れ
な
い
。

次
に
、
石
祠
の
正
面
下
方
に
置
か
れ
た
奉
名
板
に
つ
い
て
。
寄
進
者
の
居
住
地
は
頓

田
村
・
竹
並
村
と
御
開
と
畠
田
と
み
ら
れ
、
御
開
（
本
城
村
）
だ
け
が
現
在
八
幡
西
区

に
含
ま
れ
る
が
、
鳥
居
に
刻
ま
れ
た
地
名
の
分
布
に
比
べ
る
と
比
較
的
当
遥
拝
所
の
近

隣
に
集
中
し
て
い
る
。
有
田
甚
六
は
後
段
お
よ
び
鳥
居
左
柱
に
み
え
る
頓
田
村
の
有
田

甚
七
の
血
縁
者
か
。
伊
高
與
作
に
つ
い
て
は
繰
り
返
さ
な
い
が
、
上
部
の
村
名
は
畠
田

も
し
く
は
鴨
生
田
だ
ろ
う
。
続
く
柴
田
栄
次
郎
の
上
部
の
村
名
記
載
は
剥
落
し
て
判
読

不
能
だ
が
、「
同
」
と
し
て
続
く
五
名
は
鳥
居
に
み
え
る
人
名
と
の
一
致
（
有
田
伊
八
・

有
田
甚
七
）
か
ら
頓
田
村
の
住
人
と
み
ら
れ
る
の
で
、「
頓
田
」
だ
ろ
う
。
柴
田
姓
・

白
橋
姓
も
鳥
居
で
は
頓
田
村
の
姓
で
あ
る
。篠
原
源
六
は
鳥
居
で
は
本
城
村
で
あ
る
が
、

前
述
の
よ
う
に
御
開
は
本
城
村
内
の
集
落
名
で
あ
っ
た
。

伊
高
與
作
と
柴
田
栄
次
郎
の
二
人
が
（
世
話
？
）
人
を
務
め
る
の
は
明
治
十
三
年
の

石
標
と
同
じ
で
、
明
治
十
九
年
の
鳥
居
に
も
二
人
の
名
前
が
見
え
る
し
、
慶
応
二
年
の

手
水
石
（
と
石
祠
）
も
同
様
で
あ
る
。
彼
ら
の
名
前
か
ら
時
期
を
絞
り
込
む
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
二
人
は
少
な
く
と
も
二
十
年
以
上
、
当
遥
拝
所
の
信
仰
に
中
心
的
な
役
割

を
果
た
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

最
後
の
紀
年
は
上
部
が
剥
落
し
て
お
り
「
二
年
」
と
も
「
三
年
」
と
も
考
え
ら
れ
る

が
、ほ
か
の
石
造
物
と
同
じ
年
と
考
え
る
と
慶
応
二
年
（
丙
寅
）、明
治
十
三
年
（
庚
辰
）

の
ど
ち
ら
か
と
推
測
で
き
、「
辰
一
月
」の
記
載
か
ら
明
治
十
三
年（
一
八
八
〇
）と
な
る
。

そ
の
よ
う
に
見
る
と
や
は
り
こ
の
奉
名
板
も
同
時
期
の
石
標
（
同
年
九
月
）
お
よ
び
石

灯
籠
の
台
座
と
同
様
の
石
材
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
石
祠
の
本
体
の
制
作
と
は
異
な

る
時
期
の
整
備
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

以
上
、
当
遥
拝
所
の
石
造
物
に
記
さ
れ
た
刻
銘
全
体
へ
の
検
討
を
通
し
て
、
石
祠
本

体
は
手
水
石
と
と
も
に
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
八
月
に
、
畠
田
（
鴨
生
田
）
村
の
伊

高
與
作
、（
本
城
村
）
御
開
の
大
庭
利
蔵
、
頓
田
村
の
柴
田
栄
次
郎
、
居
住
地
・
姓
不

明
の
佐
助
と
い
う
近
隣
の
四
名
を
世
話
人
と
し
て
寄
進
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

四　

住
民
の
聞
き
取
り

二
〇
一
七
年
十
二
月
十
二
日
に
大
字
小
竹
の
内
小
竹
地
区
在
住
の
男
性
（
一
九
三
五

年
生
）
に
当
遥
拝
所
に
つ
い
て
聞
き
取
り
を
行
っ
た
内
容
を
以
下
に
紹
介
す
る
。

・「
沖
津
宮
」
の
来
歴
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。

・
自
分
が
青
年
の
頃
ま
で
は
、沖
津
宮（
遥
拝
所
）の
穴
か
ら
沖
ノ
島
が
見
え
て
い
た
。

・
大
字
小
竹
の
四
地
区
（
脇
の
浦
、
鬼
ヶ
坂
、
唐
木
、
内
小
竹
）
が
沖
津
宮
を
管
理

し
て
い
る
。

・
沖
津
宮
の
お
ま
つ
り
は
特
に
な
い
が
、
毎
年
十
月
の
白
山
神
社
の
お
く
ん
ち
の
前

に
、
地
区
で
沖
津
宮
の
注
連
縄
を
変
え
て
い
る
。

・
白
山
神
社
で
は
、
四
月
十
八
日
、
七
月
十
八
日
、
十
月
十
八
日
に
現
在
も
お
籠
も

り
を
し
て
い
る
。
沖
津
宮
で
は
や
ら
な
い
。

・
神
様
が
女
性
だ
か
ら
女
性
は
行
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
話
が
あ
っ
た
。
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五　

設
置
の
契
機
に
つ
い
て

こ
こ
で
は
、
な
ぜ
若
松
に
沖
津
宮
遥
拝
所
が
あ
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

宗
像
と
の
関
わ
り
で
は
、福
岡
藩
の
船
手
頭
を
務
め
て
い
た
松
本
家
の
「
松
本
家
譜
」

に
「
長
政
公
筑
前
国
へ
御
入
国
有
て
名
島
の
城
に
御
入
有
り
。
如
水
公
は
宗
像
郡
六
万

石
御
隠
居
領
に
成
し
、
暫
時
江
口
に
御
在
留
な
り
。
御
船
な
ら
び
御
船
手
、
船
頭
、
水

主
等
ま
で
彼
の
地
に
在
留
。」
と
あ
る
と
い
う
（
６
）
。
江
口
は
、
宗
像
平
野
を
流
れ
る
釣

川
の
（
旧
）
河
口
周
辺
の
自
然
地
形
を
利
用
し
た
海
運
の
湊
が
あ
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ

て
い
る
。
如
水
隠
居
領
の
江
口
湊
に
用
船
や
船
手
、
船
頭
、
水
主
等
を
配
置
し
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
『
筑
前
国
続
風
土
記
拾
遺
』（
巻
之
二
十
）
に
よ
る
と
、
江

口
村
は
「
興（
長
政
）

雲
公
入
国
し
給
ひ
し
初
迄
は
用
船
を
爰
に
集
め
、
水
手
を
も
村
内
に
置
給

ふ
。
後
山
鹿
に
移
さ
れ
、
又
其
後
よ
り
若
松
に
置
給
ふ
。」
と
あ
り
、
江
口
湊
に
配
置

さ
れ
た
用
船
と
水
手
た
ち
は
山
鹿
へ
、さ
ら
に
後
に
若
松
へ
と
移
動
が
な
さ
れ
て
い
る
。

江
口
湊
か
ら
の
移
動
理
由
は
、
永
享
二
年
（
一
七
四
五
）
か
ら
宝
暦
二
年
（
一
七
五

二
）
ま
で
八
年
間
の
歳
月
を
か
け
て
、
釣
川
の
河
口
付
近
の
流
れ
を
変
え
る
付
替
え
工

事
が
行
わ
れ
た
（
７
）
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
江
口
は
湊
と
し
て
の
機
能
を
失
い
、

如
水
の
隠
居
領
以
来
江
口
に
在
留
し
て
い
た
用
船
と
船
頭
・
水
主
た
ち
の
移
動
が
な
さ

れ
た
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
江
口
湊
が
あ
っ
た
旧
釣
川
河
口
の
「
米こ
め

出だ
し

」
と
い
う
地
名

の
場
所
か
ら
は
沖
ノ
島
が
遠
望
で
き
、
江
口
で
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
に
沖
津
宮
遥

拝
所
が
設
置
さ
れ
た
（
８
）
の
も
こ
の
付
近
と
考
え
ら
れ
る
。

水
手
た
ち
が
若
松
の
ど
の
地
域
に
移
動
し
た
か
ま
で
の
記
録
は
見
つ
か
っ
て
い
な
い

が
、
宗
像
の
江
口
で
日
ご
ろ
か
ら
宗
像
神
へ
の
畏
敬
の
念
を
持
っ
て
い
た
船
頭
や
水
主

た
ち
が
、
十
八
世
紀
半
ば
以
降
に
若
松
地
域
に
移
動
し
た
後
、
沖
ノ
島
が
遠
望
で
き
る

高
台
に
沖
津
宮
遥
拝
所
を
設
置
し
て
、
航
海
の
安
全
を
祈
る
信
仰
を
継
続
し
た
と
も
考

え
ら
れ
よ
う
。

一
方
、
現
在
こ
の
沖
津
宮
遥
拝
所
を
管
理
す
る
脇
の
浦
、
鬼
ヶ
坂
、
唐
木
、
内
小
竹

の
四
地
区
は
、
脇
の
浦
以
外
は
漁
業
や
海
運
業
と
は
特
に
関
わ
り
の
な
い
内
陸
の
農
村

で
あ
る
。
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
境
内
の
石
造
物
に
は
、
若
松
区
か
ら
八
幡
西
区
に
か

け
て
の
地
域
に
わ
た
る
村
名
・
人
名
の
刻
銘
が
あ
る
。

地
元
の
古
老
の
話
に
よ
る
と
、
こ
の
付
近
一
帯
が
大
飢
饉
に
な
っ
た
際
、
あ
る
人
が

贋
金
を
造
っ
て
人
々
に
与
え
て
貧
窮
を
救
っ
た
こ
と
で
咎
め
を
受
け
、
沖
ノ
島
へ
流
罪

と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
に
免
罪
と
な
っ
て
無
事
帰
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
こ
で
村
人
た

ち
は
沖
津
宮
に
感
謝
し
、
高
い
幸
の
峠
（
財
の
峠
）
に
遥
拝
所
を
造
っ
て
拝
む
よ
う
に

な
っ
た
、
と
の
言
い
伝
え
が
あ
る
と
い
う
（
９
）
。

江
戸
時
代
に
は
飢
饉
が
多
く
、
該
当
す
る
飢
饉
の
年
代
を
絞
り
込
む
こ
と
は
困
難
だ

が
（
10
）
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
に
畠
田
村
近
隣
の
島
郷
地
区
の
十
数
村
の
農
民
が

現
穀
米
取
立
の
延
年
な
ど
を
求
め
た
、
畠
田
騒
動
（
島
郷
騒
動
）
が
当
地
を
舞
台
に
起

き
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
同
年
は
天
候
不
順
に
よ
り
作
柄
が
悪
く
、
農
民
た
ち

の
要
望
を
小
竹
の
白
山
神
社
で
聞
き
、
そ
の
一
部
を
聞
き
入
れ
る
形
で
騒
動
は
終
結
し

た
が
、
そ
の
後
騒
動
の
首
謀
者
と
目
さ
れ
た
者
た
ち
は
遠
島
に
処
さ
れ
た
と
い
う
（
11
）
。

福
岡
藩
の
島
流
し
の
地
は
大
島
や
玄
界
島
・
姫
島
・
小
呂
島
な
ど
で
あ
り
、
沖
ノ

島
に
流
罪
に
な
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
こ
の
伝
承
を
鵜
呑
み
に
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
（
12
）
。
た
だ
し
、
玄
界
灘
の
島
（
い
ず
れ
も
沖
ノ
島
が
遠
望
可
能
（
13
）
）
に
流
罪
と

な
り
帰
郷
し
た
者
や
そ
の
関
係
者
と
し
て
の
村
人
が
、
沖
ノ
島
（
宗
像
神
）
へ
の
感
謝
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の
念
を
も
っ
て
遥
拝
所
を
設
置
す
る
こ
と
は
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
万
延
元
年
頃
に

島
流
し
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
五
年
程
度
で
刑
期
を
終
え
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）

に
帰
郷
し
て
遥
拝
所
が
設
置
（
再
建
（
14
）
）
さ
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
小
竹
の
沖
津
宮
遥
拝
所
は
、
宗
像
か
ら
は
北
東
に
位
置
し
、
響
灘

を
介
し
て
沖
ノ
島
を
望
む
地
に
若
松
地
域
の
村
人
た
ち
に
よ
っ
て
江
戸
時
代
に
設
置
さ

れ
、
信
仰
が
続
い
て
き
た
と
み
ら
れ
る
。
創
建
の
時
期
は
慶
応
二
年
以
前
で
あ
り
、
宗

像
郡
江
口
か
ら
の
水
夫
の
移
住
を
契
機
と
み
れ
ば
十
八
世
紀
中
頃
以
降
と
み
ら
れ
、
飢

饉
を
契
機
と
み
れ
ば
そ
れ
以
前
も
し
く
は
そ
れ
以
降
も
あ
り
得
る
が
、
慶
応
二
年
頃
が

当
遥
拝
所
に
と
っ
て
重
要
な
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。航
海
安
全
の
祈
願
、

あ
る
い
は
宗
像
神
へ
の
畏
敬
・
感
謝
の
念
を
も
っ
た
人
た
ち
と
そ
の
子
孫
に
よ
っ
て
、

そ
の
後
も
信
仰
が
継
続
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

今
回
の
調
査
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
北
九
州

市
若
松
区
小
竹
に
お
け
る
沖
津
宮
遥
拝
所
の
基
本
的
な
情
報
を
集
め
る
こ
と
が
で
き

た
。
特
に
、
石
祠
に
残
存
し
て
い
る
「
慶
応
二
年
」（
一
八
六
六
年
）
の
文
字
か
ら
、

石
祠
は
幕
末
に
制
作
さ
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
『
遠
賀
郡
誌
』
の
記
述
と
併
せ
れ
ば
当
遥

拝
所
の
創
建
は
そ
れ
以
前
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
創
建
の
契
機
は
明
ら
か

に
は
し
が
た
い
が
、
江
戸
時
代
の
周
辺
住
民
に
よ
る
沖
ノ
島
へ
の
信
仰
に
基
づ
く
こ
と

は
確
か
だ
ろ
う
。

響
灘
の
向
こ
う
に
佇
む
沖
ノ
島
の
島
影
は
、
宗
像
か
ら
玄
界
灘
を
介
し
て
望
む
島
の

形
と
は
や
や
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
沖
ノ
島
を
望
む
と
い
う
意
識
は
正
面
が
円
形

に
く
り
抜
か
れ
た
石
祠
の
形
態
に
存
分
に
反
映
さ
れ
て
お
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
そ
の
類

例
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
現
在
、そ
の
石
祠
自
体
は
崩
壊
寸
前
と
い
う
状
況
に
あ
る
が
、

沖
ノ
島
へ
の
遥
拝
文
化
の
事
例
と
し
て
貴
重
な
存
在
と
言
え
よ
う
。

沖
ノ
島
を
望
む
こ
と
が
で
き
る
沿
岸
地
域
に
は
同
様
の
遥
拝
所
や
そ
の
痕
跡
が
ま
だ

眠
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
今
後
も
掘
り
起
こ
し
を
進
め
て
い
き
た
い
。

�

（
鎌
田
隆
徳
・
海
の
道
む
な
か
た
館
学
習
指
導
員
）

�

（
松
本
将
一
郎
・
福
岡
県
文
化
財
保
護
課
）

�

（
大
高
広
和
・
福
岡
県
世
界
遺
産
室
）

〔
付
記
〕�

今
回
の
調
査
に
あ
た
り
、
北
九
州
市
旧
古
河
鉱
業
若
松
ビ
ル
館
長
の
若
宮
幸
一
氏
よ
り

資
料
提
供
な
ど
の
御
教
示
を
得
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

註（
１
）「
遥
拝
」
お
よ
び
「
遥
拝
所
」
の
名
辞
に
つ
い
て
、「
神
宿
る
島
」
宗
像
・
沖
ノ
島
と
関
連

遺
産
群
保
存
活
用
協
議
会
に
お
い
て
は
、
大
島
の
北
岸
に
位
置
し
、
宗
像
大
社
が
境
内
と

し
て
管
理
し
て
い
る
沖
津
宮
遙
拝
所
は
固
有
名
詞
と
し
て
「
遙
拝
所
」
の
字
を
用
い
、
そ

の
ほ
か
は
特
に
必
要
の
な
い
限
り
一
般
称
と
し
て
常
用
漢
字
の
「
遥
拝
」「
遥
拝
所
」
を
用

い
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

（
２
）
松
本
将
一
郎
「
沖
津
宮
遙
拝
所
に
お
け
る
信
仰
の
建
築
と
景
観
」（『
沖
ノ
島
研
究
』
一
、

二
〇
一
五
年
）。

（
３
）
北
九
州
市
若
松
区
の
広
報
誌
『
若
松
物
語
』
一
七
号
（
二
〇
一
七
年
一
〇
月
一
日
発
行
）
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に
紹
介
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。

（
４
）
当
地
は
古
代
に
は
筑
前
国
遠
賀
郡
山
鹿
郷
に
属
し
た
と
み
ら
れ
る
。
延
喜
五
年
（
九
〇
五
）

の
『
観
世
音
寺
資
財
帳
』（『
平
安
遺
文
』
一
九
四
号
）
に
よ
れ
ば
、
大
宝
三
年
（
七
〇
三
）

に
施
入
さ
れ
た
焼
塩
山
の
一
つ
に
「
遠
賀
郡
山
鹿
林
東
山
壱
処
」
が
あ
り
、そ
の
四
至
は
東
・

南
・
北
が
海
、
西
が
布
刀
浦
か
ら
韓
泊
道
を
限
る
と
記
さ
れ
、
恐
ら
く
当
遥
拝
所
の
位
置

は
こ
の
焼
塩
山
の
内
に
含
ま
れ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
後
、
当
地
は
中
世
に
麻
生
氏
の
支
配
な

ど
を
経
た
後
、
近
世
に
は
福
岡
藩
領
と
な
り
、
近
代
を
迎
え
る
。
そ
し
て
大
正
三
年
に
市

制
施
行
さ
れ
た
若
松
市
に
属
し
、
昭
和
三
十
八
年
の
合
併
で
北
九
州
市
若
松
区
と
な
っ
た
。

な
お
、
康
暦
二
年
（
一
三
八
〇
）
に
寄
進
さ
れ
た
梵
鐘
（
白
山
神
社
旧
蔵
）
の
追
銘
に
「
山

鹿
庄
散
在
二
島
内
小
岳
山
安
養
寺
」
と
あ
る
「
小
岳
（
小
嶽
）」
が
本
来
の
表
記
ら
し
い
。

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、『
福
岡
県
の
地
名
』（
日
本
歴
史
地
名
大
系
四
一
、
平
凡
社
、

二
〇
〇
四
年
）
の
「
小
竹
村
」「
白
山
神
社
」
等
の
項
を
参
照
し
た
。

（
５
）「
郎
」「
助
」
の
字
が
か
な
り
下
の
方
に
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
二
行
・
二
段
で
四
名
の

名
前
が
記
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

（
６
）「
西
日
本
新
聞
」
二
〇
一
四
年
一
〇
月
二
八
日
朝
刊
。

（
７
）『
年
代
記
』
文
政
八
年
。

（
８
）『
宗
像
神
社
史
』
上
巻
、
五
三
〇
頁
（
宗
像
神
社
復
興
期
成
会
、
一
九
六
一
年
）、
註
（
１
）

前
掲
松
本
将
一
郎
「
沖
津
宮
遙
拝
所
に
お
け
る
信
仰
の
建
築
と
景
観
」。

（
９
）
福
岡
県
北
九
州
農
業
改
良
普
及
所
『
生
活
誌
「
洞
北
の
里
」』（
一
九
八
四
年
）
六
一
頁
。「
石

灯（
マ
マ
）籠
の
窓
」
を
除
く
と
沖
ノ
島
が
見
え
る
と
い
う
古
老
の
話
も
伝
え
て
い
る
。

（
10
）
小
竹
の
鮎
川
に
あ
る
常
福
寺
に
は
寛
文
三
年
（
一
六
三
三
）
の
飢
饉
の
際
に
虚
偽
の
減
免

を
出
願
し
た
と
の
疑
い
で
刑
死
し
た
小
竹
村
の
庄
屋
の
墓
が
あ
り
、
ま
た
享
保
の
大
飢
饉

の
頃
（
一
七
三
二
・
三
三
）
に
は
、
同
寺
の
過
去
帳
に
記
録
さ
れ
た
死
者
数
が
跳
ね
上
が

る
と
い
う
（
註
（
4
）
前
掲
『
福
岡
県
の
地
名
』「
小
竹
村
」
の
項
）。
ま
た
、
天
保
の
大

飢
饉
で
も
、
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
に
隣
接
す
る
芦
屋
地
域
に
お
い
て
飢
饉
に
よ
る
騒

動
が
起
こ
っ
て
お
り
（『
芦
屋
町
誌
』
一
九
七
二
年
）、
若
松
一
帯
で
も
飢
饉
と
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

（
11
）
註
（
4
）
前
掲
『
福
岡
県
の
地
名
』「
畠
田
村
」
の
項
。『
北
九
州
市
史
』
近
世
（
一
九
九
〇
年
）。

（
12
）
こ
の
伝
承
の
話
の
構
成
は
芦
屋
町
幸
町
に
あ
る
岩い

わ

津づ

神
社
の
創
立
譚
と
類
似
す
る
。『
遠
賀

郡
誌
』（
蘆
屋
町
、
神
社
仏
閣
の
項
）
に
よ
れ
ば
、
寛
保
二
年
（
一
七
四
二
）
に
芦
屋
で
大

火
が
あ
っ
た
後
、
窮
民
を
救
う
た
め
里
老
の
清
三
郎
が
身
を
賭
し
た
嘆
願
を
行
い
、
銀
一

二
〇
貫
を
藩
よ
り
借
用
し
た
。
債
務
を
背
負
っ
た
清
三
郎
は
そ
の
返
済
の
た
め
宗
像
郡
沖

津
神
社
（
沖
ノ
島
）
に
願
を
立
て
、
イ
ワ
シ
漁
を
行
っ
た
と
こ
ろ
大
漁
が
打
ち
続
き
、
三

年
を
経
る
こ
と
な
く
完
済
で
き
た
。
そ
し
て
神
明
の
擁
護
に
報
い
る
た
め
、
延
享
二
年
（
一

七
四
五
）
に
市
杵
島
姫
を
祭
神
と
す
る
当
社
（
里
俗
で
は
「
御
不
言
神
社
」
と
呼
ぶ
）
を

創
建
し
た
と
い
う
。
委
細
は
異
な
る
が
、
あ
る
人
物
が
住
民
の
困
窮
を
救
う
た
め
に
危
険

を
冒
し
、
最
終
的
に
は
事
な
き
を
得
て
沖
ノ
島
の
神
に
感
謝
す
る
と
い
う
筋
書
き
は
似
通
っ

て
お
り
、
こ
う
し
た
史
実
・
伝
承
が
響
灘
沿
岸
で
隣
接
す
る
芦
屋
・
若
松
の
両
地
域
に
存

在
し
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
。

（
13
）
宗
像
の
大
島
（
筑
前
大
島
）
で
は
、
北
東
部
の
加
代
地
区
が
流
人
た
ち
の
生
活
区
域
だ
っ

た
と
さ
れ
て
い
る
。
近
く
の
高
台
や
島
の
北
岸
（
沖
津
宮
遙
拝
所
も
所
在
）
に
出
れ
ば
沖

ノ
島
の
遠
望
が
可
能
だ
ろ
う
。

（
14
）『
遠
賀
郡
誌
』
の
「
再
建
」
を
重
視
す
れ
ば
、
感
謝
の
念
を
も
っ
て
既
存
の
遥
拝
所
（
祠
）

を
再
建
し
た
、
と
想
定
で
き
る
。
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